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嘉手納町社協だより 令和２年7月第71号

　新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクや、支援のため物品の寄贈がありました。
　いただきました物品は、町内の福祉関係団体等へ配布し活用させていただきます。

多くのご支援ありがとうございます

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.or.jp　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

嘉手納町社協へのご寄付を
ありがとうございます
嘉手納町社協へのご寄付を
ありがとうございます

●令和2年4月15日、4月30日
　嘉手納町字嘉手納
　上運天歯科矯正歯科 様　200,000円
　開院10周年記念として

一般寄付

●令和2年4月16日
　読谷村字古堅
　仲田 裕治 様　100,000円
　（故）母 仲田光子様の香典返しとして
●令和2年4月24日
　読谷村字伊良皆
　翁長 光雄 様　100,000円
　（故）母 翁長静子様の香典返しとして
●令和2年5月8日
　嘉手納町字嘉手納
　島袋 芳子 様　100,000円
　（故）夫 島袋正助様の香典返しとして

香典返しの寄付

【 R2.3.1 ～ R2.5.31 】

嘉手納町字水釜の「（株）ブルーフィールド」、
「（有）ネイチャートレール」の 2社よりマスク 2,000 枚の寄贈

老人クラブ
伊禮様より手作りマスクの寄贈

（株）御菓子御殿様より
お菓子の寄贈

沖縄ヤクルト（株）様より
インスタント麺の寄贈

上原様より手作りマスクの寄贈

（有）昭和事務機社様より
マスク 500枚の寄贈

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　  午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無　料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　  心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にてお申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
　または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

　嘉手納町社会福祉協議会 および 嘉手納町老
人クラブ連合会では、LINE 公式アカウントを
作成しました。
　イベントのお知らせなどの情報を発信し、広
報活動のさらなる充実を図っていきたいと考え
ていますので、ぜひ登録をお願いします。

　スマートフォン端末で下記の QR コードを読
み取ると、LINE アプリが起動し友だち追加画
面が表示されます。

追加方法：「QRコード」で追加

嘉手納町
社会福祉協議会

嘉手納町
老人クラブ連合会

老人クラブ
島袋様より手作りマスクの寄贈



「嘉手納ジャンベ」のお知らせ
（障害者地域生活支援事業・文化芸術活動振興事業）

　急速な高齢化の進展、核家族化や単身世帯の増加、地域コミュニティの弱体化などにより、住民
の福祉サービスに対する需要も増大し、かつ複雑多様化しています。
　国では、住民一人ひとりが抱える日々の暮らしの問題について、自分にも関わることとして受け
止め、お互いに支えあう仕組みづくりとつながりを強める「地域共生社会の実現」をめざし、全国各
地で体制の構築が進められています。
　本会では、今年度においても、地域共生社会の取り組みとして、包括的な相談支援体制の構築に
向けて、関係機関との連携により社会的孤立や複合的な課題に対応する仕組みづくりを検討して
いきます。地域の支え合い活動については、新たに「ちょこっとお助けゆいまーる事業」としてス
タートします。また、見守り隊等の小地域福祉活動については、新たな地区への事業の展開を進め
るために引き続き、コミュニティソーシャルワーク事業や生活支援体制整備事業を通して、地域の
中で話し合う機会を設けると共に、福祉教育の推進により、多くの人が福祉に関心を持ち、共に生
きる社会づくりの構築と担い手の育成につなげたいと思います。
　また、本年度は、第2期地域福祉推進計画の初年度となり、今後5年間の方向性を示す重要な計
画となります。計画は町の地域福祉計画と本会の地域福祉推進計画を一体的に策定されたもの
であり、町と本会が連携して本町の地域福祉の推進に取り組んでいきたいと思います。
　本年度においても、町民の信頼と期待に応えられる社協をめざし全職員が一丸となり事業に取
り組むと共に、働きがいのある職場の構築を図り、法人運営の活性化に繋げたいと考えておりま
す。

　私たち嘉手納町社会福祉協議会は、町民ひとり一人の自分らしい暮らしづくり、活躍できる場づ
くり、人とのつながり・支えあいづくりに取り組み、『ひとり一人のしあわせ広がる嘉手納町』の実現
を目指します。

令和２年度  事業計画
基  本  方  針
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1．支えあいの地域づくりの推進
　地域共生社会で必要とされる支えあいの地域づくりを、コミュニティソーシャル
ワーク事業と生活支援体制整備事業を通して推進する。また、福祉教育を通してその
基盤となる町民の意識啓発を図る。

　　
2．社会福祉法人の地域貢献への取り組み
　福祉事業所等との連携を視野に入れた取り組みを、町内の社会福祉法人と検討する
場を設ける。

3．嘱託職員等の就業関係整備への取り組み
　令和 3 年度から施行される働き方改革による同一
労働同一賃金等への対応について就業規定の整備を
図る。

重  点  項  目

嘉手納町社会福祉協議会  理念

嘉手納町社協だより 令和２年7月第71号嘉手納町社協だより令和２年7月 第71号

令和2年度　資金収支予算
会費収入 1,950千円
寄附金収入 2,000千円
経常経費補助金収入 53,462千円
受託金収入 55,556千円
事業収入 1,059千円
障害福祉サービス等事業収入 26,099千円
受取利息配当金収入 22千円
その他の収入 52千円
前期未支払資金残高 14,500千円

人件費支出 89,597千円
事業費支出 17,533千円
事務費支出 27,168千円
助成金支出 8,462千円
支払利息支出 99千円
施設整備等支出 518千円
その他の活動支出 2,254千円
予備費支出 9,069千円

◆収入　154,700千円 ◆支出　154,700千円

収入 支出
経常経費補助金収入
53,462千円
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　アフリカの太鼓 ・心身の発達に
関するワークを開催します。リフ
レッシュの機会に♪または、広いス
ペースですので、お子さんも参加し
やすく、気軽に見学にきてもらって
も構いませんので、ご参加お待ちし
ています♪

※コロナの予防対策に配慮し開催します　今後もコロナの影響により、日程変更の可能性もあります。
　・送迎が必要な方は、担当までご相談ください。

対　象 嘉手納町在住で障がいをお持ちの方・ご家族
毎月土曜 （時間はすべて10:00～12：00）

gajaco masato（諸留華英・将人）

嘉手納町スポーツドーム　嘉手納町総合福祉センター大集会室
※日程により場所が異なりますので、下記にてご確認ください↓

開催日
場　所

講　師

6月27日 7月11日 7月18日 8月15日 9月19日 10月3日

10月31日 11月28日 12月5日 1月16日 2月6日 3月20日
ドーム

福祉センター ドーム 福祉センター 福祉センター 福祉センター ドーム

ドーム 福祉センター ドーム 福祉センター ドーム
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新型コロナウイルス感染症の影響を
踏まえた生活福祉資金貸付制度について

■ 相談時に必要となる書類

　令和元年度も町民の皆さまには、赤い羽根共同募金及び歳末たすけあい募金にご協力いただき、誠
にありがとうございました。
　お寄せいただいた募金は、嘉手納町内の地域福祉活動をはじめ、県内の民間福祉施設等への助成や
災害支援に活用されます。
　期間中、お力添えいただきました自治会、学校、企業、各団体の皆さまに厚くお礼申し上げます。

　新型コロナウイルス感染症の影響で、休業や失業等による収入減少があり、緊急かつ一時的な生計維
持のための貸付を必要とする世帯への貸付制度が始まっています。
　貸付の相談は、皆様の安全面を考慮したうえで、予約制をとらせていただいております。
　相談を希望される方は、お手数ですが事前に電話にて予約をして来所をお願いいたします。（体調に
不安がある、来所が困難な場合は郵送での対応も行っています。）

１.身分証明書（運転免許証、健康保険証、パスポート、等）
２.住民票謄本（世帯全員、本籍地が掲載されているもの）
３.印鑑
４.借入申込者の預金通帳またはキャッシュカード■募金目標　3,632,000円　■募金実績額　3,623,476円　■達成率　99.8％

○募金内容：戸別募金、職域募金、法人募金、個人大口募金、学校募金、その他
○募金内訳（3144件・3,623,476円）

令和元年度
赤い羽根共同募金・歳末たすけあい

募金実績報告

赤 い 羽 根 共 同 募 金
募金期間　令和元年10月1日～令和2年3月31日

■募金目標　900,000円　■募金実績額　891,875円　■達成率　99.1％
○募金内容：戸別募金、職域募金、個人募金
○支給総額：義援金・物品　726,500円
○募金内訳（2951件・891,875円）

歳末たすけあい共同募金
募金期間　令和元年12月1日～12月31日
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【主に休業された方向け（緊急小口資金）】
緊急かつ一時的に生計の維持が困難となった場合
に、少額の費用の貸付を行います。

【主に失業された方等向け（総合支援資金）】
生活再建までの間に必要な生活費用の貸付を行い
ます。

新型コロナウイルスの影響を受け、
休業等により収入の減少があり、緊
急かつ一時的な生計維持のための
貸付を必要とする世帯

新型コロナウイルスの影響を受け、
収入の減少や失業等により生活に
困窮し、日常生活の維持が困難と
なっている世帯

嘉手納町社会福祉協議会、嘉手納郵
便局、都道府県内の労働金庫店舗
※失業された方については郵便局
では受け付けができませんの
で、社会福祉協議会へ申し込みく
ださい。

20万円以内

無利子

無利子
1年（12ヵ月）以内

1年（12ヵ月）以内
2年（24ヵ月）以内

10年（120ヵ月）以内
不要

不要

嘉手納町社会福祉協議会

単身世帯　月15万円以内
複数世帯　月20万円以内
※原則として3月以内

貸付金額
貸付金額貸付利子

貸付利子
措置期間

措置期間
償還期間

償還期間

対 象 者 対 象 者

保 証 人

保 証 人

申 込 先 申 込 先
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（令和2年6月4日　時点）

お助けゆいまーる事業 担い手アンケート
中間報告について

ちょこっと

その他の内容 ・軽い大工仕事・可能であれば何でも・英語可・マッサージ・散髪・安否訪問
・パソコンと携帯のサポート・ペットのお世話
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　令和元年度から地域の方々と話し合いを重ね、新しい支え合い活動「ちょこっとお助けゆいまーる事業」を
立ち上げました。この事業は、普段の暮らしの「ちょこっと困った」と、それぞれの得意なことやお手伝いできる
ことをつなぐ、お互いさまの有償（有料）の支え合い活動です。
　令和2年4月17日には担い手の確保と事業の周知を目的として、おたすけ会員（担い手）の募集アンケート
を町内在住の8,635人の方々に郵送しました。今回は、集計結果の中間報告をご報告させていただきます。

　町民の皆さまには日頃より、嘉手納町社会福祉協議会の事業推進に
つきまして、格別なご配慮・ご協力を賜り、深く感謝申し上げます。
　高齢化社会の急速な進展に伴い、福祉ニーズは一段と多様化を極め、
地域における福祉推進のみならず、感染症拡大に対する対応など、本会
事業も尚一層の充実強化が求められる中、地域住民の期待に応えられ
るよう、鋭意努力していく所存でございます。
　今年は新型コロナウイルス感染拡大により、嘉手納町でも様々な影
響を及ぼしております。そのような中、本会では「生活福祉資金貸付事
業」など、新型コロナウイルス感染症の影響により、休業や失業された
町民に対して支援活動を行っております。
　つきましては、このようなご時世の中、何かと出費他端な折とは存じ
ますが、趣旨をご理解いただき、社協会員のご加入並びに会費のご協力
を賜りますようお願い申し上げます。

記

会費額：一世帯あたり500円（年額）

会費の受け取りについては、各自治会へ依頼しております。
関係者（班長等）がうかがう際には、ご協力をお願い致します。

令和2年7月吉日

社会福祉法人
嘉手納町社会福祉協議会
会長　　上地　安重

67
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発送日：令和2年4月17日　　回答期間：令和3年3月31日まで
対象者（20歳から75歳までの町民）：8,635人
回答件数：ハガキ→　64件
　　　　 窓　口→　  3件

計67件の回答をいただきました。

<担い手をすることができる67件の内訳>

男女別　行政区　内訳

できること人数　内訳
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令和2年度嘉手納町社会福祉協議会（社協）の
戸別会員加入の協力について（お願い）
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嘉手納社協＆嘉老連の
LINE公式アカウントを
作成しました！

“社協”とは社会福祉協議会の略称です。

2020年（令和２年）7月

第71号
嘉手納町社会福祉協議会

発行　社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会
〒904-0204　嘉手納町字水釜447番地1（嘉手納町総合福祉センター内）

TEL (098)956-1177　FAX  (098)957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.or.jp   HPアドレス　http://www.kadena-shakyo.com/

嘉手納町社協だより 令和２年7月第71号

　新型コロナウイルス感染症対策のためのマスクや、支援のため物品の寄贈がありました。
　いただきました物品は、町内の福祉関係団体等へ配布し活用させていただきます。

多くのご支援ありがとうございます

問い合わせ先
社会福祉法人　嘉手納町社会福祉協議会　TEL 098-956-1177　FAX 098-957-2530
E-mail  shakyo@kadena-shakyo.or.jp　ホームページ　http://kadena-shakyo.com

社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください社協だよりへの感想や社協へのご要望等がありましたらお気軽にご連絡ください
　暮らしの中での困りごとやボランティア活動など、福祉に関する相談はもちろん、福祉についての情報があれば社協まで
ご連絡ください。地域のネットワーク作りや紙面作りに活用したいと思います。

『社協だより』は、皆さまから寄せられた共同募金の配分金を活用して発行しています。

嘉手納町社協へのご寄付を
ありがとうございます
嘉手納町社協へのご寄付を
ありがとうございます

●令和2年4月15日、4月30日
　嘉手納町字嘉手納
　上運天歯科矯正歯科 様　200,000円
　開院10周年記念として

一般寄付

●令和2年4月16日
　読谷村字古堅
　仲田 裕治 様　100,000円
　（故）母 仲田光子様の香典返しとして
●令和2年4月24日
　読谷村字伊良皆
　翁長 光雄 様　100,000円
　（故）母 翁長静子様の香典返しとして
●令和2年5月8日
　嘉手納町字嘉手納
　島袋 芳子 様　100,000円
　（故）夫 島袋正助様の香典返しとして

香典返しの寄付

【 R2.3.1 ～ R2.5.31 】

嘉手納町字水釜の「（株）ブルーフィールド」、
「（有）ネイチャートレール」の 2社よりマスク 2,000 枚の寄贈

老人クラブ
伊禮様より手作りマスクの寄贈

（株）御菓子御殿様より
お菓子の寄贈

沖縄ヤクルト（株）様より
インスタント麺の寄贈

上原様より手作りマスクの寄贈

（有）昭和事務機社様より
マスク 500枚の寄贈

日　　時　第 2・第 4金曜日
　　　　  午後 2時～午後 5時
相談担当　弁護士
相 談 料　無　料

場　　所　嘉手納町総合福祉センター 4階
　　　　  心配ごと相談室
相談対象　嘉手納町民
申込方法　事前に電話にてお申し込み下さい

心配ごと相談所事業（無料弁護士相談）
普段の暮らしの中の困りごとや、悩みや不安があればお気軽にご相談ください。
法律諸問題について、弁護士が相談に応じます。（要予約）

◇弁護士相談以外でも、何か困りごとや相談ごとがある場合は、地域の民生委員、
　または、社協のコミュニティソーシャルワーカーまで気軽にご相談下さい。

※1人あたりの相談時
間は1時間以内です。
あらかじめ相談内容
の要点をまとめ、関
係書類がある場合は
持参してください。

※広報掲載にご了承いただいた方のみ氏名を掲載しています。

　嘉手納町社会福祉協議会 および 嘉手納町老
人クラブ連合会では、LINE 公式アカウントを
作成しました。
　イベントのお知らせなどの情報を発信し、広
報活動のさらなる充実を図っていきたいと考え
ていますので、ぜひ登録をお願いします。

　スマートフォン端末で下記の QR コードを読
み取ると、LINE アプリが起動し友だち追加画
面が表示されます。

追加方法：「QRコード」で追加

嘉手納町
社会福祉協議会

嘉手納町
老人クラブ連合会

老人クラブ
島袋様より手作りマスクの寄贈


